
２０２６年度岐阜基地納涼祭臨時売店 募集要領 
 

１ 概要 

岐阜県各務原市那加官有地無番地に所在する航空自衛隊岐阜基地において実施する岐

阜基地納涼祭への来場者等の利便性を確保するため、臨時売店の設置及び営業を行う業

者を以下に記載する諸条件に従い募集する。 

２ 応募資格 

(1) 防衛省一般競争入札参加資格（全省庁統一資格）を有する者、又は第８項に示す書 

類の提出により同等の資格確認できる専門業者であること。 

(2) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

    である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事 

等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団

  員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

  規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

  力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不当の利益を図る目的、又は第三者に損害

  を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供与し、又は便宜を供与するな 

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者で 

はないこと。 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど 

している者ではないこと。 

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者では

  ないこと。 

(7) 暴力団又は暴力団員及び⑶から⑹までに定める者の依頼を受けて公募に参加しよう 

とする者でないこと。 

(8) 各務原商工会議所の会員であること。 

３ 設置施設の所在地及び名称 

(1) 所在地：岐阜県各務原市那加官有地無番地 

(2) 名 称：航空自衛隊岐阜基地  

４ 売店設置日 

  令和８年７月３０日（木） 

営業時間帯：１６：００～２１：００(基準) 

ただし、当日の天候等により行事が中止となる場合がある。また、時刻については行

事進行場の必要により前後する場合がある。 

５ 募集業種 

(1) 飲食提供（食品及び飲料（酒類を含む）） 

(2) 物品販売等（くじ、金魚すくい、射的、玩具等） 

(3)  飲料専門売販（ペットボトル飲料、缶飲料（酒類は除く）） 

６ 業者数 

３０業者（飲食提供１９業者、物品販売等１０業者、飲料専門販売１業者）。ただ

し、計画等に変更が生じた場合は、増減することがある。 

応募多数の場合は、抽選により採用者を決定する。 

７ 設置条件 

(1) 設置方法 

  国有財産法第１８条第６項に基づく行政財産の使用許可により設置する。 



 

(2) 使用料等 

   国有財産法に基づく土地使用料が発生する。 

(3)  店舗面積 

１店舗あたり １９．４４㎡（間口５．４ｍ×奥行３．６ｍ） 

(4) 運用上の条件 

ア 臨時売店の設置、営業については、航空自衛隊岐阜基地担当者（以下「売店係」

という。）の指示に従うものとする。指示に従わない場合は参加資格を取り消し、

営業を中止させ、次回以降の参加資格を認めない場合がある。 

イ 出店に必要な費用（国有財産使用料及びごみ処理費）は出店者の負担とする。ま

た、行事が中止となった場合の損害について、官側は、一切補償しない。 

ウ 出店業者により臨時売店会を結成する。会長は互選とし、国有財産使用に関する

事項、当日発生するゴミの処理に関する事項及びこれらに伴う会計処理、その他運

営上必要な事項の事務を担当するものとする。 

エ 衛生管理及び安全確保のため必ずテントによる販売とし、飲食提供業者について

は三方を横幕（防炎素材）で囲うとともに、テント内地面は防炎シート又はブルー

シートで覆うこと。テントの脚は砂袋等で飛散防止策をとるものとする。 

   なお、テントは出店者において準備するものとし、飲食提供において、キッチン

カーによる出店を行う場合はテントの設置を要しない。 

オ 電気及び水は基地側からは供給しない。必要な場合は出店業者が用意するものと

する。 

カ 火気器具（発動発電機を含む。）を使用する場合は、売店係、基地防火担当者及

び所轄消防署の指導に従うものとする。使用できる火気器具は、許可を受けた物の

みとし、別途指示する防火安全対策をとるものとする。 

キ 火気使用業者及び飲食提供業者は、各種事故に備えた保険（賠償共済等）に加入

していなければならない。加入していない場合は、出店決定後、速やかに同様の保

険に加入するものとする。 

ク 飲食提供業者は、所轄保健所において露店営業（キッチンカーの場合は自動車営

業）又は臨時営業の許可を受け、衛生上の指導に従うこと。食品については、衛生

的に加工、または調理されたものを取り扱うものとし、保健所の指導に従うこと。 

ケ 飲食提供業者は調理員及び販売員全員の腸内細菌検索を受験し、検索結果の提出

を要する。腸内細菌検索で陽性反応の出たものは従事させないこと。また、当日は

店舗内に手洗い用の水タンク及び消毒液を設置すること。 

コ 岐阜基地納涼祭会場への車両の乗り入れは１店舗につき２台以内とし、車両番号

等を事前に登録するものとする。 

  なお、駐車中のトラブル、事故及び損傷について、官側は、一切の責任を負わな

い。 

サ 飲食提供の飲料について、ガラス瓶を容器とする物の取り扱いは不可とする。ま

た、酒類については、市販の酒類を開缶開封したもの、サーバーにより提供するも

の以外は不可とする。 

シ 物品販売において、弾薬、爆薬等の模造品、ナイフ（ナイフ付コンビネーション

ツールを含む）等の刃物、概ね１/１スケールのモデルガン等、及び蓄光、発光体

として放射性同位元素を用いた製品全般については取り扱いを禁止する。その他の

品目についても基地行事に相応しくないと思われる物品については取り扱いを禁止

することがある。 

ス 出店業者は、売上額を後日売店係に報告するものとする。報告様式及び提出期限



は別途示す。 

セ 岐阜基地納涼祭に出店する売店は１申請者につき１店舗のみとし、複数店舗の出

店は不可とする。また販売員についても、複数の店舗に重複して登録することは不

可とする。 

  ソ 本要項に定めのない事項及び細部については、必要の都度示す。 

８ 応募要領 

次のとおり書類を提出すること。提出された書類は返却しない。また、行事の円滑な

運営のため、警察、消防等の関係機関にその内容を通知することがある。 

(1)  提出書類 

ア 出店申請書・・・・・・・・・・・・・・（別紙様式第１） 

イ 販売品目表・・・・・・・・・・・・・・（別紙様式第２） 

ウ 誓約書（航空自衛隊岐阜基地司令宛）・・（別紙様式第３） 

エ 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・（別紙様式第４） 

オ 販売者名簿・・・・・・・・・・・・・・（別紙様式第５） 

カ 売店業者身分証・・・・・・・・・・・・（別紙様式第６） 

キ 誓約書（東海防衛支局長宛）・・・・・・（別紙様式第７） 

ク 役員名簿・・・・・・・・・・・・・・・（別紙様式第８） 

ケ 登記簿謄本（個人である業者にあっては、戸籍抄本） 

コ 直近の決算書（個人である業者にあっては、直近の確定申告書の写し） 

サ 納税証明書(個人：その３の２、法人：その３の３。税務署発行のもの） 

シ 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し【保有する場合のみ】 

※ 本書を提出した場合は、ケ、コ、サの提出は不要。 

ス「営業許可書」の写し【飲食提供業者のみ】 

※ 飲食業専門業者であることの確認用のため、実店舗や露店等で取得している

営業許可書（営業エリア不問）の写しを提出すること。 

なお、岐阜基地納涼祭会場において営業するためには、営業エリアが 

「岐阜市内一円」、または「岐阜市内を除く岐阜県下一円」である営業許可書 

が必要となるため、これらを取得していない場合は、出店決定後に臨時営業許 

可を申請し提出すること。 

セ 各種事故に備えた保険（賠償共済等）加入証の写し【飲食提供業者で、加入して

いる場合のみ】 

※ 行事当日が補償期間に含まれていること。未加入者は加入後速やかに提出。 

(2) 提出期間 

令和８年４月３日(金)～令和８年４月１７日(金)必着 

(3) 提出方法 

郵送又は持参とする。 

(4) 提出先 

〒５０４-０９１２ 

岐阜県各務原市那加桜町２丁目１８６番地 

各務原商工会議所 

(5) 応募者の失格 

次のいずれかに該当する行為があった場合は失格とする。 

ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

イ 提出書類が本要項に記載されている事項を満たさない場合 

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

エ 提出書類に不備があった場合 



オ その他、不正行為が認められる場合 

 

９ 出店業者の決定及び事前説明会 

第８項に基づき提出された書類を厳正に審査し、応募資格及び申請内容に問題のない

業者を出店業者とする。ただし、応募多数となった場合は、各務原商工会議所で抽選を

行い出店業者を決定する。 

出店が決定した業者については、本項⑴により業者名を公告するので、各自確認の

上、本項(2)に示す事前説明会に必ず出席すること。事前説明会への参加がない場合

は、出店資格を取り消すものとする。 

(1) 出店決定業者の公告 

ア 期間（予定） 

令和８年４月２７日（月) 

イ 方法 

各務原商工会議所ホームページ上に掲載する。 

なお、応募者からの問い合わせには応じられないので注意されたい。 

(2) 事前説明会 

ア 日時 

令和８年５月１９日(火) 午前１０時から 

イ 場所 

航空自衛隊岐阜基地 

厚生センター１階 

ウ 出席者数 

１業者１名 

エ 持参品 

募集要項（本紙）、筆記用具 

オ 内容 

(ア) 出店の概要説明 

(イ) 出店に際しての注意事項 

(ウ) 出店場所の抽選 

(エ) 各種調整事項 

10 担当者 

〒５０４－０９１２ 

岐阜県各務原市那加桜町２丁目１８６番地 

各務原商工会議所 高場・小林 

電話０５８－３８２－７１０１ 


